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判決年月日 令和７年１０月２０日 
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当
部  
 

 
 
 
 

知財高裁第１部 

 
事 件 番 号      

令和７年（行ケ）第１００３２号（Ａ事件）

、第１００３４号（Ｂ事件）、第１００３５

号（Ｃ事件） 

○ 被告の有する登録商標「池麺」につき、被告の主張する行為が商標法２条３項５

号及び８号の「使用」に該当せず、同法５０条１項の「登録商標の使用」にも該当しな

いとして、不使用取消請求を不成立とした審決が取り消された事例 

（事件類型）審決（取消不成立）取消 （結論）審決取消 

（関連条文）商標法２条３項５号、８号、５０条１項 

（関連する権利番号等）登録第５７１６６６５号（Ａ事件）、同第４７４１９４３号（Ｂ

事件）、同第５７１０８９４号（Ｃ事件） 

（審決）取消２０２３－３００００５号（Ａ事件）、同３００００３号（Ｂ事件）、同３

００００４号（Ｃ事件） 

判  決  要  旨  

１ 事案の概要 

被告は、本件商標Ａ（「池麺」の文字を標準文字により表して成るもの）、本件商標Ｂ

（「いけめん」の文字を標準文字により表して成るもの）、本件商標Ｃ（「池麺」の文字

を標準文字により表して成るもの）の商標権者である。 

本件は、原告が請求した被告を被請求人とする商標法（法）５０条１項に基づく商標登

録取消審判請求に対して、特許庁がした不成立審決（本件Ａ事件審決）又は取消審決（本

件Ｂ事件審決及び本件Ｃ事件審決）に対する取消訴訟である。争点は、本件各商標ごとに、

本件各商標の商標権者である被告等が、要証期間内に日本国内において、本件各商標に係

る指定商品又は指定役務について本件各商標を使用していたか否かである。被告は、本件

各商標のいずれについても、それぞれの要証期間内に法２条３項５号及び８号の「使用」

をしており、これが法５０条１項の「登録商標の使用」に該当すると主張している（ただ

し、本件商標Ｃについては、法２条３項８号の「使用」のみ。）。 

２ 本判決の概要 

本判決は、Ａ事件に関する原告主張の取消事由は理由があるとして、本件Ａ事件審決を

取り消し、他方、本件Ｂ事件審決及び本件Ｃ事件審決に取り消すべき違法はないとして、

被告の請求を棄却した。Ａ事件についての判断の要旨は次のとおりである。 

被告が主張する、本件店舗内における本件麺箱の積み上げ行為、本件カップ麺のニュー

スリリース及びフェイスブック等の投稿記事の存在をもっては、いずれも、法２条３項５

号及び８号にいう「使用」には該当しない。そして、これらの行為及び投稿記事につき、

本件Ａ事件請求に係る役務の出所を表示し、自他商品又は役務を識別するものと取引者及
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び需要者において認識し得る態様で使用されているとも認められないから、法５０条１項

にいう「登録商標の使用」に該当するとも認められない。 

したがって、被告が、本件Ａ事件要証期間内において、本件Ａ事件請求に係る役務につ

いて、本件商標Ａを使用していることを証明したと認めることはできないから、本件商標

登録Ａは、その指定役務中、本件Ａ事件請求に係る役務について、同項により取り消すべ

きものである。これと異なる本件Ａ事件審決の判断は誤りであり、原告の取消事由の主張

は理由がある。 

以 上 


